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Ⅰ．はじめに

　「国連障害者の権利条約」とは、国際連合で検討されて

いる「障害者の権利及び尊厳の促進及び保護に関する包括

的かつ総合的な国際条約」のことである。

　国連総会決議 56/168 「障害者の権利及び尊厳の促進及

び保護に関する包括的かつ総合的な国際条約」（2001年

12月19日採択）によって、国際条約についての諸提案を

検討するための特別委員会設置が承認された。翌年の７月

29日に、第１回アドホック委員会が開催され、継続的に

その草案が検討されている。

　2005年８月１日より12日にかけて、ニューヨークにある

国連本部で、第６回の委員会が開催された。今後も草案の

各条文に関する政府間での議論、さらに非政府機関からの

意見表明を踏まえ、草案が検討される予定となっている。

　条約草案は、「目的」「一般原則」など25条からなるも

ので、障害のある人が生活していく上でのあらゆることが

取り上げられている。

　教育に関する条文は、第17条で、①教育の権利を認め、

機会の平等を基礎として、個別に応じた教育を目指すもの

とされている。また、②地域社会においてインクルーシブ

かつ利用可能な教育を選択できることが示されていて、そ

の点は「選択できる」なのか「選択できる権利がある」「利

用することができる」かが議論されている。このあたりの

表現の微妙な違いが大きな論点になっている。

　さらに、③一般教育制度が障害のある人のニーズを十分

に満たしていない場合には、特別の又は代替的な学習形態

を確保することが示されている。「確保する」か、努力義

務規定である「確保するように努める」か、また、この「学

習形態」については、「教育形態」ではなく、どちらが適

切かについて議論されている。１）

　そこで、本研究の目的は、我が国における今後の障害の

ある子どもの就学手続きに関する議論に資するため、主要

国の制度や取組について整理し、今後の我が国の障害のあ

る子どもの就学の在り方について検討することである。

Ⅱ．比較調査の概要

１．調査対象国
　日本、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、アメリ

カ、大韓民国、フィンランド、スウェーデン、オーストラ

リア、ニュージーランドの11の国とした。

２．調査方法
　国立特殊教育総合研究所の研究者で、対象国ごとの対応

チームを編成した。そして、調査項目について既存の情報や

新たな情報収集によって、調査回答を作成し整理検討した。

３．調査項目
　根拠となる法的規定を明示しながら、以下の事項につい

て、記述するよう調査を行った。

○障害のある子どもの就学先決定までの手続きの流れに

ついて。

○障害のある子どもの就学先の決定権者は誰か。

○障害のある子ども及び保護者の希望をどのように取り

入れているのか。

○就学先の決定権者と障害のある子ども及び保護者の希望

が異なる場合には、どのような調整のシステムがあるか。

Ⅲ　調査結果の概要

　調査結果の概要について表１．に示した。各国ごとに、

下記の項目でその要点をまとめた。まとめの項目として

は、①「就学先」であり、障害のある子どもの就学先を検

討する際に、どのような選択肢があるかについてまとめ

た。通常の小学校か、特別学校か、また特別学級があるか

である。②「判断基準」であり、特別学校や特殊学級があ

る場合に、そこへの就学が適切であると判断する根拠とな

る法令等があるかについてまとめた。③「検討体制」につ

いては、就学先を検討する際にどのような専門家がどのよ

うな会議で検討するかについてまとめた。④「検討方式」

は、就学決定までに手続き、どのような対応が取られるか

をまとめた。⑤「決定主体」は、障害のある子ども就学に
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市
民

弁
護

（
D

if
e
n
so

re
 C

iv
ic

o
）
制

度
の

あ
る

市
の

義
務

に
つ

い
て

は
、

市
の

市
民

弁
護

機
関

へ
、

②
県

の
業

務
や

市
民

弁
護

制
度

の
な

い
市

の
義

務
に

関
し

て
は

、
県

の
県

民
弁

護
機

関
に

申
し

立
て

る
。

当
該

弁
護

機
関

は
、

そ
れ

を
監

督
組

織
に

通
知

す
る

。

IE
P

作
成

過
程

で
の

調
整

→
聴

聞
会

→
裁

判
: 
保

護
者

は
決

定
に

対
し

聴
聞

会
で

異
議

を
申

し
立

て
る

権
利

を
持

っ
て

い
る

。
も

し
、

そ
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
の

結
果

に
満

足
で

き
な

い
場

合
に

は
、

法
廷

に
持

ち
込

む
こ

と
が

で
き

る

審
査

結
果

に
対

し
て

異
議

が
あ

る
場

合
に

は
、

決
定

か
ら

６
０

日
以

内
に

そ
の

再
審

を
請

求
で

き
る

⑧
検

討
期

間
法

令
と

し
て

は
、

入
学

年
の

前
年

1
1
月

初
め

か
ら

1
月

3
1
日

ま
で

の
3
ヶ

月
間

通
常

は
、

入
学

の
１

０
ヶ

月
前

に
希

望
を

出
し

、
手

続
き

が
始

ま
る

。
判

定
書

が
あ

る
場

合
は

、
学

校
の

変
更

は
１

年
前

に
希

望
を

述
べ

る
必

要
が

あ
る

（
学

齢
に

達
す

る
前

に
教

育
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
場

合
が

あ
る

）

健
康

診
断

の
結

果
、

個
別

に
対

応
し

て
い

る

検
討

す
る

期
間

に
つ

い
て

は
明

確
で

な
い

が
、

特
殊

教
育

委
員

会
で

検
討

さ
れ

な
い

で
、

通
常

学
校

に
就

学
す

る
ケ

ー
ス

が
あ

る
。

障
害

の
証

明
は

入
学

前
に

保
護

者
が

申
請

。
機

能
診

断
（
D

F
）
は

、
U

S
L
が

入
学

登
録

か
ら

4
5
日

以
内

に
作

成
。

動
態

機
能

プ
ロ

フ
ィ

ー
ル

（
P

D
F
）

は
1
1
月

1
5
日

ま
で

に
校

長
が

決
定

。
（
新

学
期

は
９

月
）

特
に

な
い

：
IE

P
は

最
低

限
年

1
回

は
見

直
さ

れ
る

が
、

適
切

と
認

め
ら

れ
れ

ば
、

い
つ

で
も

開
催

を
請

求
で

き
る

法
令

で
は

、
各

市
、

道
等

の
特

殊
教

育
運

営
委

員
会

が
定

め
る

と
さ

れ
て

い
る

⑨
就

学
の

状
況

盲
・
聾

養
護

学
校

　
0
4
8
％

特
殊

学
級

　
0
.8

3
％

通
級

に
よ

る
指

導
　

0
.3

3
%

L
D

等
の

可
能

性
　

6
.3

%

特
殊

教
育

学
校

　
1
.0

6
％

特
殊

教
育

学
級

は
基

本
的

に
は

な
い

判
定

書
の

あ
る

子
ど

も
　

2
0
0
4
年

　
3
％

、
そ

の
う

ち
6
0
%
は

通
常

の
学

校
、

2
0
0
4
年

で
1
4
.4

％
の

子
ど

も
に

判
定

書
が

な
く
Ｓ

Ｅ
Ｎ

が
あ

る

国
と

し
て

の
デ

ー
タ

は
不

明 Ｎ
Ｒ

Ｗ
州

で
は

特
殊

教
育

学
校

、
約

４
％

（
2
0
0
0
年

）

特
殊

教
育

学
校

は
、

1
.2

％
（
1
9
9
9
-

2
0
0
0
）
（
義

務
教

育
を

受
け

て
い

な
い

子
ど

も
の

数
も

含
む

。
そ

れ
を

除
け

ば
、

1
.0

％
）

特
殊

教
育

学
級

は
、

1
.3

％
（
1
9
9
9
-

2
0
0
0
）

不
明

2
0
0
1
年

度
の

教
育

段
階

毎
の

ハ
ン

デ
ィ

キ
ャ

ッ
プ

の
あ

る
児

童
生

徒
の

割
合

は
、

幼
児

教
育

  
0
.9

2
%
、

　
初

等
教

育
 2

.1
2
%

中
等

教
育

 2
.6

0
%
、

　
後

期
中

等
教

育
0
.9

5
%
　

全
体

で
1
.6

8
%

特
殊

教
育

学
校

は
、

 0
.5

1
0
%

(1
9
9
6
-
9
7
)

通
常

学
校

に
在

籍
す

る
障

害
の

あ
る

児
童

生
徒

の
割

合
は

、
1
1
.2

5
7
%
 (

2
0
0
1
-
0
2
)、

特
殊

教
育

学
校

は
、

0
.2

9
%
（
2
0
0
3
.4

）
特

殊
教

育
学

級
は

、
0
.3

2
%
（
2
0
0
3
.4

）
「
特

殊
教

育
対

象
者

の
一

般
学

級
配

置
」

は
、

0
.0

2
%
）
（
2
0
0
3
.4

）

＊
イ

タ
リ

ア
は

、
特

殊
教

育
学

校
が

な
く
、

記
述

内
容

は
他

の
国

と
は

異
な

る
。

表
１
．
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ついて検討した場合に、最終的な判断を行う主体について

整理した。⑥「就学事務の所管」は、就学事務手続きに責

任を有する組織である。⑦「不服申し立て」については、

就学先の決定に対して、保護者又は行政担当者が不服申し

立てが可能か否かをまとめた。⑧「検討期間」は、障害の

ある子どもが就学する時点よりどれぐらい前に、どれぐら

いの時間をかけて検討されるかについてまとめた。⑨「就

学の状況」は、特別学校等の在籍率を整理した。

　なお、フィンランド、スウェーデン、オーストラリ

ア、ニュージーランドの情報については、それぞれの国

ごとの概要に記載した。

１．就学先
　イタリアを除く各国においては、特殊教育学校が存在

している。イタリアには、制度的に公立の特殊教育学校が

なく、私立の盲学校及び聾学校が存在するのみとなってい

る。フランスにおいては、特殊教育学校のほか、厚生省管

轄の特別な機関が存在している。日本、フランス、アメリ

カ（州による）及び韓国においては、小学校及び中学校に

特殊学級の制度が存在する。

２．判断基準
　日本及び韓国においては、医学的及び教育学的基準に基

づき就学先の検討を行っている。フランス及びドイツにお

いては、医学的基準を参考に就学先の検討を行っている。

イギリス、イタリア及びアメリカにおいては明確な判断基

準は存在しない。

３．検討体制及び検討方式
　日本、フランス、ドイツ及び韓国では、おおむね、教

育、医学、福祉関係者等により構成される委員会等にお

いて就学先の検討が行われている。イギリスにおいて

は、地方教育局により保護者（本人）、教育、医学、心

理学及び福祉関係者等の意見を聞きながら、「判定書」

（Statement）が作成される。判定書の作成と併せて就学

先の検討も行われている。アメリカにおいては、教員、特

殊教育関係者、教育委員会等により構成されるＩＥＰ（「個

別教育計画」）又は「個別家族支援計画」を作成するため

の委員会が、ＩＥＰ等の作成と併せて就学先の検討を行

う。イタリアには、就学先を検討するための組織はない

（ただし、児童生徒に対する教育サービスの内容について、

地域保健機構を中心とする委員会において検討を行う）。

４．決定主体
　イタリアを除く各国においては、就学先を最終的に決定

するのは地方教育当局となっている。イタリアにおいては、

表２．障害のある児童生徒の就学の状況
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障害のある児童として特別な教育サービスを利用するか否

かについて、障害の認定を含め、保護者の申請に基づき学

校が決定している。なお、イギリスにおいては、地方教育

当局が決定することとされているが、①保護者が特殊教育

学校を希望するか、②その児童生徒とともに学ぶ他の児童

生徒にとって適切な教育環境とならない場合のみ、小・中

学校への就学しないことを決定できるようになっている。

５．就学事務の所管
　各国とも就学事務は地方教育当局（教育委員会等）が所

管している。イギリス、ドイツ、イタリア及びアメリカに

おいては、同一の地方教育当局が小学校・中学校と特殊教

育学校を所管している。日本、フランス及び韓国において

は、小学校・中学校と特殊教育学校で、それぞれの所管が

異なる（日本の場合は小学校・中学校は市町村教育委員会、

特殊教育学校は、主として都道府県教育委員会が所管して

いる）。

６．本人又は保護者の希望及び不服申し立て
　本人又は保護者の希望については、各国とも、保護者の

意向の把握と反映について何らかの位置づけがなされてい

る。イギリスにおいては、判定書の案と学校のリストが保

護者に郵送され、保護者が希望する学校を表明することと

している。アメリカにおいては、保護者をメンバーに含む

（16歳以上の場合には本人も参加。）ＩＥＰ会議において、

本人及び保護者の希望を含めてＩＥＰが作成され、就学先

についてもＩＥＰによって再確認される。ＩＥＰ会議の開

催は両親だけではなく学校区やその他の関係者も請求する

ことが可能である。日本においては、各都道府県教育委員

会等宛ての通知において、障害の状態に応じた教育内容等

について保護者の意見を聴いたうえで就学先について総合

的見地から判断することが大切であること等を示している。

　保護者の不服申し立てについては、各国において、不服

審査や訴訟の提起が可能となっている。イギリス、フラン

ス及びアメリカにおいては専門の判定機関が存在する。

７．検討期間
　就学先の決定までの期間は、日本においては３ヶ月、イ

ギリスにおいては10ヶ月等となっている。多くの国につ

いて詳細な情報がない。

８．就学の状況
　就学の状況については、表２となっている。特別な教育

サービスを受けている割合が高いのはイギリスやアメリカ

であり、特殊教育学校である特別学校で教育を受けている

割合が高いのは、ドイツ、イギリス及びフランスである。

Ⅳ　国ごとの動向と特徴

１．イギリス
　就学先は小・中学校、特殊教育学校であり、地方教育

局に責任がある。就学を決定する基準となる障害の程度

の記述はない。基本的には、小・中学校で教育を提供す

る義務が地方教育局及び学校にある。特別な教育的ニー

ズの特定、評価、その対応など従うべき実施規則（Code 

of Practice）がある。障害が明確な場合には、判定書

（Statement）を作成する。その際には、保護者（本人）、

教育関係者（校長）、医学、心理学、社会福祉などの専門

家の意見を聞きつつ対応をする。その中に、学校決定の要

素が含まれる。判定書の案と学校のリストが保護者に郵送

され、保護者が希望する学校を表明することとしている。

　保護者や本人の意見がかなり尊重されているが、最終的

には地方教育当局が決定することとされており、①保護者

が特殊教育学校を希望するか、②その児童生徒にとともに

学ぶ他の児童生徒にとって適切な教育環境とならない場合

のみ、小・中学校への就学しないことを決定できるように

なっている。

　通常は、入学の10ヶ月前に希望を出し、手続きが始ま

る。判定書がある場合は、学校の変更は１年前に希望を述

べる必要がある（学齢に達する前に教育サービスを受けて

いる場合がある）。

　就学手続きや決定内容についての不服申し立て等に

ついて、 特別な教育的ニーズ調停機関（The Special 

Educational Needs and Disability Tribunal）がある。地方

教育局が決定を行った後、２ヶ月以内に調停機関に申立を

行わなければならない。

　特殊教育学校の在籍率が2004年に1.10％であり、特殊

教育学級は基本的にはない。判定書のある子どもについ

ては、2004年で約3.0％、そのうち60%は通常の学校であ

る。2004年で14.4％の子どもに判定書がなく特別な教育

的ニーズ（Special Educational Needs）があり、特別な教

育的サービスの対象となっている。

２．イタリア
　1977年法律第517号により特殊教育学校等が廃止され、

就学先は国立の小・中学校である。一部私立の盲学校、聾

学校（25校）が残る。国として特殊学校及び特殊学級が

廃止されたので、学校の種別等を判断する基準はない。就

学の手続きについては、1992年法律第104号に基づいて

地域保健機構（USL）及び県の教育委員会Provveditorato 

agli Studi が中心となり、県ごとに定められるプログラム

協定により進められる。

　就学先を検討するための組織はない。障害認定は生徒が
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　また、動態機能プロフィール（PDF）及び個別教育計画

（PEI）の作成・更新・評価は、新学期開始後、校長、担任

教師、支援教師、USLの専門家、市の教育補助員により構

成されるオペレーティンググループ（少なくとも年３回）

の専門家間ミーティングで行われる。PDFとPEIの作成及

び評価については保護者が参加する。

　本人・保護者の就学に関する希望は、指導目標、学習形

態、時間割、学外活動の統合、教材、通学・食事等の日常

生活の補助、リハビリテーション、施設整備などについて

個別教育計画に反映される。

　障害者としてサービスを利用するかについては、障害の

居住する地域保健機構（USL）が行い、地域の作業グルー

プとして、以下のものがある。

①オペレーティンググループ（1983年教育省令第258

号）、

②教育行政区・教育機関の作業グループ（1992年法律

第104号）、

③G.H.L.（統合教育のための県作業グループで、統合教

育及び教員研修、支援教師の配置等に関する教育長の

諮問機関）、

④GLIP（県団体合同作業グループで、教育長への助言・

提案及び各学校への助言、コムネ及びUSLと協力する）。
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������������������������������������������

表３．障害のある児童生徒の就学について
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認定を含め保護者の申請に基づき、学校が判断する。

　障害の証明は入学前に保護者が申請する。機能診断

（DF）は、USLが入学登録から45日以内に作成する。動態

機能プロフィール（PDF）は11月15日までに校長が決定

（新学期は９月）する。個別教育計画（PEI）は、入学後

２ヶ月以内に学級協議会の監修により作成される。

　県段階のプログラム協定（連携の役割分担合意）におい

て、利用者がサービス内容の不実施について指摘する必要

がある場合に、

①市民弁護（Difensore Civico）制度のある市の義務につ

いては、市の市民弁護機関へ、②県の業務や市民弁護制度

のない市の義務に関しては、県の県民弁護機関に申し立て

　　項　　目

①就学先の種類

②就学事務の所管

③検討体制

④検討の際の
　 判断基準

⑤本人又は保護者
　 の希望

⑥就学先の
　 決定主体

⑦検討期間

⑧不服申し立て

⑨就学の状況

イタリア

国立あるいはコムネ立の小・中学校
養護学校はなく、私立の盲学校、聾学校（25校）が残存する　（1977年の法令
で、特殊教育学校等の廃止）

県の教育委員会Provveditorato agli Studi

就学先を検討するための組織はない。
教育サービスの内容を検討する委員会は、
障害認定は生徒が居住する地域保健機構（USL）。
地域の作業グループとして、
①オペレーティンググループ（1983年教育省令第258号）、
②教育行政区・教育機関の作業グループ（1992年法律第104号）、
③G.H.L.（統合教育のための県作業グループで、統合教育及び教員研修、支
援教師の配置等に関する教育長の諮問機関）、
④GLIP（県団体合同作業グループで、教育長への助言・提案及び各学校への
助言、コムネ及びUSLと協力する）がある。
また、動態機能プロフィール（PDF）及び個別教育計画（PEI）の作成・更新・評
価は、新学期開始後、校長、担任教師、支援教師、USLの専門家、市の教育
補助員により構成されるオペレーティンググループ（少なくとも年３回）の専門
家間ミーティングで行われる。PDFとPEIの作成及び評価については保護者が
参加する。

国として特殊学校及び特殊学級が廃止されたので、学校の種別等を判断する
基準はない。

本人・保護者の就学に関する希望は、指導目標、学習形態、時間割、学外活
動の統合、教材、通学・食事等の日常生活の補助、リハビリテーション、施設
整備などについて個別教育計画に反映される。

障害者としてサービスを利用するかについては、障害の認定を含め保護者の
申請に基づき、学校が判断する。

障害の証明は入学前に保護者が申請する。機能診断（DF）は、USLが入学登
録から45日以内に作成。動態機能プロフィール（PDF）は11月15日までに校長
が決定（新学期は９月）。

県段階のプログラム協定（連携の役割分担合意）において、利用者がサービス
内容の不実施について指摘する必要がある場合に、
①市民弁護（Difensore Civico）制度のある市の義務については、市の市民弁
護機関へ、
②県の業務や市民弁護制度のない市の義務に関しては、県の県民弁護機関
に申し立てる。当該弁護機関は、それを監督組織に通知する。

私立の盲学校、聾学校在籍率は不明である。
教育省の2003年の統計によると、教育段階毎のハンディキャップのある児童
生徒の割合は以下である。
幼児教育  0.92%、　初等教育 2.12%
中等教育 2.60%、　後期中等教育0.95%　全体 1.68%(138,648人)

表４．障害のある児童生徒の就学について
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る。当該弁護機関は、それを監督組織に通知する。

　教育段階毎のハンディキャップのある児童生徒の在籍

率は、幼児教育で0.92%、初等教育で2.12%、中等教育で

2.60%、後期中等教育で0.95%、全体で1.68%である。

３．フランス
　2005年２月11日の「障害者の機会、参加の権利、市

民権の平等についての法律」（LOI n° 2005-102 du 11 

février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées）により、全ての障害児を、その子どもの地

域の通常学校に登録する（在籍させる）ことが規定され、

2005年度の入学時から、適用されている。その学校では

なく、他の学校、施設に登録されるのは保護者の同意があ

る場合のみとなる。

　ただし、実際に教育を受ける場については、これまでの

特殊学校、特殊学級、特殊教育施設も、その場となるよう

である。

　また、この法律に基づき、2006年１月から、「県障

害 者 会 館 」（Maison Départementale des Personnes 

Handicapées -MDPH-）がつくられ、そのもとに、「障害

者の権利と自立委員会」（Commission des Droits et de l’

Autonomie -CDA-）と、障害者のための補償計画をつくる

専門家チームがおかれる。

　CDAは、これまでの県特殊教育委員会と成人のため

の委員会であった「職業指導・職業再配置専門委員会」

（Commissions techniques d’orientation et de reclassement 

professionnel ‒COTOREP-）を統合するものである。

　専門家チームは、障害者や、その親の意見に基づき、そ

のニーズの評価を行い、障害者のための補償計画をつく

る。その評価には、教育の場についての評価も含まれる。

　障害者のための補償計画のなかには、「学校教育個別計

画」（le projet personnalisé de scolarisation）が含まれる。

４．フィンランド
　通常の総合学校、または通常の総合学校における個々の

障害の程度によって専門的な教育、特別学級や特殊学校の

選択肢がある。

　総合学校教育は全ての生徒に無償で提供され、各地方自

治体は、その地方在住の義務教育就学学齢児童全員に、総

合学校教育を受ける機会を与えなければならない。フィン

ランドの基本理念として、学校に行くことが義務ではな

く、学ぶ行為そのものが義務という考え方である。そのた

め、親は子どもが学習することを管理し、学習する環境を

整える義務がある。併せて、自治体に対も学習環境を整え

る義務がある。

　子どもの家庭環境や、日常生活上の悩みや問題点などに

ついて、いろいろと相談にのったり、関係機関へ調整した

り、家庭との連絡をとったりなどの役割を行う職の者があ

り、学校に常駐している。

５．スウェーデン
　基礎学校、又は特別学校かの選択である。保護者および

本人の意見が尊重された上で、決定は地方教育委員会が行

う。

　学校は市立保育、幼稚園、基礎学校、卒後センター、青

少年センターなどは一つの教育委員会に係る同一の組織で

あることが多いため、一人の子どもの全体を把握すること

を可能にする。特別ニーズの同定は学校、教師、教育委員

会の責任にある。措置に不服がある場合、保護者は教育上

訴委員会へ、その旨を申し立てる（教育法1985、第３章

第５条)。

　国の基本方針は統合教育である。学習障害（認知・知的

障害を意味する広い概念)の特別学校および聴覚障害の特

別学校の在籍率は全就学児童生徒の約１％（2002‐203）

である。

６．オーストラリア
　初等教育、中等教育の段階では、通常学校内に、特殊学

級と特別施設（ユニット）があり、その他に特殊学校が設

置されている。国レベルでは、毎年「教育のための障害

基準」を示している。これは、「Disability Discrimination 

Act1992」に基づいて作成される教育機関における障害の

ある児童生徒等への対応基準であり、法律に抵触しないよ

うに定められている基準である。

　教育機関の管轄は州政府にあり、州毎に具体的な対応は

若干異なっている。就学の手続きについて、クイーンズラ

ンド州を例に取ると、①個々のニーズに応じて、児童生徒

の家から最も近い地域にある特殊教育プログラムとサービ

スを決定するために、保護者、校長、障害に関する知識を

もつ教員等を含めたプログラムグループを設置する。②プ

ログラムやサービスの概要が検討され、理由を記して保護

者に入学先を提案する。③保護者は提案された内容につい

て教育サービス事務長等へ提案に反対か賛成かを知らせ

る。④反対の時には、保護者から希望が伝えられ、保護者

が望む地域の教育サービス管理者に入学の受け入れについ

て提案する。⑤全ての利用できる情報を協議した後、保護

者によって申し入れのあった入学先が決定される。

　クイーンズランド州の1997年のデータによると、知的

障害の場合、通常の学級が36％、特殊学級が5％、特殊教

育ユニットが23％、特殊学校が30％であり、通常の学級

で教育を受ける児童生徒が約3分の2を占めている。
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７．ニュージーランド
　1989年の教育改革により特別な教育的ニーズのある児

童生徒も等しく公立学校に学籍を置き、教育を受ける権利

を持つようになった。特別な教育のサービスの必要性につ

いては、学級担任、学校スタッフ、関連機関の専門家など

によって判断される。学校選択は保護者や本人の希望が優

先されるが、教育省が決定する。通常の学校、特 殊学級、

通常の学校内の通級教室、通常の学校内に設置された特殊

学校の分教室（サテライト）が用意されている。就学事務

は、国の中央教育事務所及び地域の 教育事務所が所管し

ている。対象となる児童生徒の約70％が通常学校、30％

が特殊学校を基盤として学んでいる。

　ニーズの高い児童生徒の場合は、ORRSという支援サー

ビスの資源が用意されている。これは全国の児童生徒数の

１％でその教育費と費用が充てられる。この資源は児童生

徒本人に配分され、生徒の教育の場の変更に伴って資源も

その変更先の学校についていく。このほかに中度のニーズ

を有する児童生徒のための特別教育基金（SEG）があり、

教員と資金が用意されている。

Ｖ．障害のある子どもの就学に関する考察

　この研究では、我が国における障害のある子どもの就

学手続きに関する議論に資するため、主要国の制度や取

組について整理してきた。ここでは、今後の我が国の障

害のある子どもの就学の在り方について検討する。主要

国の動向から、以下のような点が今後の検討課題となる

と考えられる。

　なお、　平成17年12月８日に提出された中央教育審議会

による「特別支援教育を推進するための制度の在り方につ

いて（答申）」の「第６章の関連する諸課題について」で、

「２．障害のある児童生徒の就学の在り方について」が取

り上げられている。今後に引き続き検討を行う必要のある

観点として、①就学指導に際して、児童生徒の教育的ニー

ズの的確な把握及び反映の一層の充実、②就学後における

児童生徒の教育的にニーズの的確な把握及び反映の一層の

充実、③就学指導についての的確な説明及び情報提供の一

層の充実、が指摘されている。

１．特別な教育の形態について
　子どもの特別な教育的ニーズに対応する特別学校や特別

学級を必要とするか否かがある。イタリアは、制度的に公

立の特別学校を設置していないが、多くの国々で特別学校

や特別学級が存在していた。専門性が高く、重複障害や自

閉症など特異的な特別なニーズに応じる特別学級や特別学

級は、それらの子どもが適切な教育を上で必要であろう。

また、それらの学校等が地域の小・中学校を支援する方向

が展開しつつあり、さらにその存在は意義あるものになろ

う。

　その際に、特別学校等を小・中学校とは異なるものとし

て「特別の又は代替的な」とするのでなく、同じ学校教育

であり、一般教育であり、その上で追加的に特異なニーズ

に応じる教育とすることが大切であろう。

２．ニーズの把握とそれに応じた教育
　多くの国で、教育、医学、福祉関係者等により構成され

る委員会等において就学先の検討が行われていた。イギリ

スにおいては「判定書」（Statement）が、アメリカにお

いてはＩＥＰ等が公的な書類として活用されていた。

　この点については、我が国においては、個別の支援計画

の取組とのつながりが大きな課題となる。乳幼児期からの

個別の支援計画を基にした相談体制が整備されることで、

就学前の早い段階からの特別なニーズの把握が可能となろ

う。また、早い段階から就学についての検討が可能とな

る。このように就学前の個別の支援計画において、就学先

の決定にどのように対応するかを検討する必要がある。

　また、就学指導委員会の機能として、①子どもの教育的

ニーズの的確な把握、②そのニーズに対応するための必要

な教育的手だて、③就学可能性のある学校や学級の教育的

な対応の把握、④追加的に必要になる手だて検討、⑤これ

らのことに関する子どもや保護者への説明と情報提供が考

えられる。

　就学指導は、就学する学校を決定するだけのものではな

く、子どもの教育的ニーズを把握し、それに応じる教育を

どのように実現していくかを検討することが重要となる。

　さらに、保護者への対応として、就学前の早い段階か

ら、①就学先の検討の手続き、②可能性のある学校や学級

の情報、③子どもの教育的ニーズの把握状況等について情

報提供し、就学指導委員会としての説明責任を検討する必

要があろう。

３．判断基準と決定主体
　就学先を判断する際に参考となる基準については、フラ

ンスや韓国等においてあるが、イギリス、アメリカ等にお

いては明確な判断基準は存在しない。就学指導委員会の機

能として、子どもの教育的ニーズを的確に把握し、その

ニーズに対応するための必要な教育的手だて、それが可能

な学校を検討することを考えると、子どもの教育的ニーズ

の程度のみで、適切な学校が決まるわけではない。それぞ

れの子どもが生活する地域特性や利用可能な学校等は異な

るわけであり、国として一律に基準があっても、その運用

は多様にならざるを得ないし、弾力的にならざるを得ない
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のが実情であろう。

　また、就学先の決定主体については、イタリアを除く各

国においては、就学先を最終的に決定するのは地方教育当

局となっていた。「国連障害者の権利条約」においても議

論されている点であり、選択の権利が保護者にあるか否か

の議論である。

　教育制度的には、就学先の最終決定は地方教育当局の権

限であり、その過程で子どもや保護者の希望、意見や自己

決定権をどのように重視するかの問題であろう。

　この学校選択権については、通常教育でも話題となって

いて、そこでは学校教育の「公教育としての公共性・共同

性」をどう考えるのか、それを前提として、消費者として

の保護者の主権か、公教育としての国民（住民）主権の原

理なのかという議論がある。障害のある子どもの場合にお

いてもこの構造が異なることはないであろう。

４．本人・保護者の意見の尊重
　本人又は保護者の希望については、各国とも、保護者の

意向の把握と反映について何らかの位置づけがなされてい

た。例えば、イギリスでは、判定書（Statement）を作成

する際には、本人又は保護者の意見が尊重された。また、

判定書の案と学校のリストが保護者に郵送され、保護者が

希望する学校を表明することとされていた。

　障害のある子どもの教育に関する基本的な情報や就学の

手続きについて、地方教育当局が保護者等に対して、どの

ように情報提供するか、また制度的にどのように位置づけ

るか検討することが必要である。

　また、子どもの障害の状況や教育的ニーズ、また提供す

ることが可能な教育内容等について、保護者に説明するこ

とに努めるだけでなく、制度的にどのような確実なものと

するかが課題であろう。

　一方で、保護者の選択や意見が必ずしも子どもの適切な

教育と一致するわけでなく、それらを尊重しつつ、教育の

専門家として適切な就学先や適切な教育内容を示すことは

重要な役割である。そして、お互いに話合いを重ねること

が大切であろう。

　地方教育当局の判断について、保護者が反対意見を述べ

る機会は確保される必要があろう。このような不服申立に

ついて、イギリス、フランス及びアメリカにおいては専門

の判定機関が存在していた。地方教育当局や保護者でない

第３者機関の判断についても検討する必要がある。

５．就学時だけでなく、適切な教育か否かの評価と転学
　就学した後の転学等については情報整理の項目にはな

かったが重要な課題である。就学先の見直しについては、

イギリスやアメリカにおいては、「判定書」（Statement）

やＩＥＰ（個別教育計画）が毎年見直されるので、その際

に検討されている。

　このように就学した学校での教育が、子どもの教育ニー

ズに応じているか否か、他に適切な学校はないかについ

て、就学先の決定だけでなく、継続的に評価し検討するこ

とが大切である。適切な教育により、発達や学習が改善す

れば、教育的ニーズも変化し、できる限り地域の小・中学

校に転学することを検討することが必要であろう。

６．増加する特別学校や特別学級への就学への対応
　平成16年における我が国の義務教育段階の児童生徒

の就学状況をみると、盲・聾・養護学校在学者の割合が

0.48％、特殊学級在籍者の割合が0.83％、通級による指

導の児童生徒の割合が0.33%で、特殊教育を受けている割

合が1.64％となっている。平成13年ではそれぞれ0.44％、

0.68%、0.26％、1.39％であった。この数年で特殊教育を

受ける児童生徒の割合が増加している。特に特殊学級や通

級による指導を受ける児童生徒が増加し、わずかである

が、盲・聾・養護学校在学者も増加している。特にその傾

向は、知的障害養護学校において顕著である。この傾向は

LD等の支援が充実する中で、今後とも継続することが推

測される。

　この傾向については、ノーマライゼーションの理念や地

域の小・中学校での教育を重視する近年の流れとは反対の

方向であろう。これについて、保護者が子どもの教育的

ニーズを理解して、適切な学校を選択する傾向が強くなっ

たことが要因のひとつに考えられる。しかしながら、一方

で子どもの教育的ニーズに応じた教育を地域の小・中学校

で提供できない状況にある、状況になりつつあるとも推測

される。

　障害のある児童生徒の就学については、個々の教育的

ニーズに応じた指導が提供されるように小・中学校におけ

る支援体制が充実することが重要であり、そのために小・

中学校における障害の理解とその受け入れが重要な課題と

なる。

Ⅵ　おわりに

　平成17年12月８日の第53回中央教育審議会総会で、

「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答

申）」が審議、了承され、これを受けて文部科学省は、通

常国会で学校教育法等の関係する法律の改正を目指してい

る。この改正に伴い、特別支援学校の創設及び特殊教育を

特別支援教育に改める予定とされている。

　このような特別支援教育の制度の在り方を検討するとと

もに、その制度を運用していく就学指導の在り方も根本
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から見直す時期でもあろう。我が国は、「ノーマライゼー

ション」の理念に基づき、障害者の社会参加・参画に向け

た総合的な施策を展開している。この中で、この就学指導

の在り方を検討することは、重要な政策課題であろう。

付記：
　この研究は、平成１６年度国立特殊教育総合研究所国際

比較研究対応チームの協力を得て、企画部国際比較担当の

徳永豊がまとめた。なお、この研究の一部について、中央

教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育特別委員会

（第20回）において資料提供した。
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International Comparative Study on Assessment and Involvement 
of Parents to decide Educational Placement for Children with 

Disabilities 

- Consideration of Comprehensive and Integral International Convention 
on Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with 

Disabilities-

International Comparison, Department for Policy and Planning, NISE

Teams for Study on International Comparison of Special Education, NISE

　The Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on Protection and Promotion of the 

Rights and Dignity of Persons with Disabilities have held its meetings at the United Nations Headquarters and discussed 

continuously on the rights of person with disabilities in these years.  The purpose of this paper was to examine the 

process of school placement and the rights of parents and children to decide educational placement for children with 

disabilities.  Teams for Study on International Comparison of Special Education, NISE collected date and information about 

the process of school placement for children with disabilities in Japan, England, Germany, France, Italy, United States of 

America, Republic of Korea, Finland, Sweden, Australia, New Zealand. The summary of this comparative study and case 

studies in some countries were discussed. This result suggested some discussion points in future to improve the process of 

school placement in Japan.




